
地域課題の解決に向けた
協働推進事業



令和８年度地域課題の解決に向けた協働推進事業
ＮＰＯ等と県の協働事業の企画提案募集

県とＮＰＯ等、多様な主体がそれぞれの特性を活かして、協
働で地域課題の解決に取り組むため、事業の企画提案を募集

＜事業の流れ＞
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令和８年度地域課題の解決に向けた協働推進事業
取組テーマ担当課
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※ 取組テーマについては、現在担当課と調整中のため、今後内容等を変更する
場合があります。

テーマについては
後日配布します。



令和８年度地域課題の解決に向けた協働推進事業

応募受付期間
令和8年３月27日（金）〜令和８年４月24日（金）(17時必着)

対象団体
県内に活動拠点を有し、１年以上の非営利活動の実績があるNＰ
Ｏ法人、地域コミュニティ組織、ボランティア団体、その他非営
利活動団体のほか、企業、大学等で、全ての要件を備えている団
体等



令和８年度地域課題の解決に向けた協働推進事業

対象事業 （次の全てを満たす）

① 営利を目的としない事業であること
② 地域課題を踏まえ、県における広域的課題やその地域ならでは
の課題の解決に向けて取り組む事業（できれば先進的・先駆的な
要素を含む取組が望ましい）

③ 多様な主体が地域課題の解決に向けて協働で取り組む仕組みを
構築するもので、地域コミュニティの再生・創出に資する事業

④ 団体等の特性（専門性、柔軟性、自発性、個別性、多様性、機
動性等）を活かすことにより、成果が期待できる事業

⑤ 事業終了後（翌年度以降）も、事業成果を活かした取組が行わ
れることが見込まれる事業



令和８年度地域課題の解決に向けた協働推進事業
・事業実施期間 令和８年６月〜令和9年３月12日（予定）
・事業費 １事業当たり上限額２０0万円

採択された事業に必要な対象経費は、くらし共生協働課が負担
※ 県が重点的に取り組むべき課題の解決に係る事業に関しては

上限2,000千円、その他は上限1,500千円
［①「稼ぐ力」の向上、②人材の確保・育成、③子ども・子育て］

・事業数 ３事業（団体）程度
・選 考 原則として事業についてのプレゼンテーションを実施予定

選考結果は、令和８年５月末頃に全応募団体に県担当課から通知
・応 募 ①県担当課と申請に向けた協議を行い、県担当課との連名で申請してください。

※企画提案に向けた県担当課との協議を４月上旬頃までには開始してください。
※県担当課との協議の結果、申請できない場合もありますので、あらかじめご了承くださ
い。

②応募方法等については、県ホームページに掲載します。
※申請書類（様式）が入手困難な場合は、県くらし共生協働課までご相談ください。

※ 本事業は、令和８年度当初予算の成立が前提であり、今後内容等を変更する場合があります。

NPO等

各テーマの県担当課

県くらし共生協働課❶ 担当課に連絡
（4月上旬頃までに）

❷ 協議

❸ 提案企画の申請（4/24 17時までに）


